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東北地方太平洋沖地震に伴う応急復旧工事等の 
優先的かつ円滑な実施等について（要請） 

 
 
 ３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震によって、当面の災害応急対策を優先

的かつ円滑に行うことが必要となっています。また、工事を施工できなくなるなどの

事態も発生しています。 
このため、貴都道府県及び貴都道府県管内の市町村が発注した工事で現在施工中の

もの及び被災地における応急復旧工事等について、次のとおり、適切に取り扱われる

よう宜しくお願いします。 
また、調査、設計、測量等の業務についても、同様の取扱いがなされるようあわせ

てお願いします。 
 各都道府県におかれては、被災地の状況も踏まえつつ、貴都道府県内の市区町村に

対しても、本要請の周知徹底をお願いします。 
 

記 
 
１．工事中止命令について 

 公共工事の請負契約については、これまでも、公共工事標準請負契約約款の活用を

お願いしていますが、各発注者におかれては、同約款第２０条の規定の趣旨に沿って、

次のとおり、受注者に対する工事の一時中止を適切に指示されるよう、特段の御配慮

をお願いします。 
 
 



（１）施工できなくなった工事に係る一時中止命令 
同約款第２０条第１項において、天災等により工事目的物等に損害を生じ、又は工

事現場の状態が変動したため、請負者が工事を施工できないと認められるときは、発

注者は、受注者に工事の一時中止を命じなければならないこととされていますが、今

般の地震により施工できなくなった工事についても、各発注者において、的確に工事

の一時中止を指示するようお願いします。 
 

（２）当面の災害応急対策を優先して行うための工事一時中止命令 
同約款第２０条第２項において、発注者が必要があると認めるときは、工事を中止

させることができることとされていますが、当面の災害応急対策のためには、建設機

械、資機材の調達や技術者の確保など、建設企業の協力が不可欠であることから、施

工中の工事が被災していない場合においても、優先度の高い緊急復旧等の調査、計画

検討、工事等への対応が必要であり、かつ、その工事等に速やかに着手できる企業が

見受けられず、当該施工中の工事の施工会社がこれらを行う必要があると認められる

場合には、被災地における災害応急対策を優先して行うことができるよう、当該施工

中の工事について、施工会社の意向も踏まえ、工事の一時中止を指示するようお願い

します。 
 
また、上記（１）及び（２）の措置を実施することに伴い必要となる予算の繰越手

続についても、遺漏なきよう宜しくお願いします。 
 
なお、工事の一時中止に伴う手続については、国土交通省が作成した「工事一時中

止に係るガイドライン」（http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b00097/k00910/h12-hp/html/itigithucig.pdf）

も参考に御対応ください。 
 

２．応急復旧工事等に係る前金払（中間前金払）の推進について 

 

（１）前金払（中間前金払）の適切な実施 
建設企業が応急復旧工事等を円滑に実施するためには、当該建設企業が着工に必要

な人員・資機材等を円滑に確保できるよう、前金払（中間前金払を含む。以下同じ。）

を適切に実施することが重要です。 
 このため、関係地域の各発注者におかれては、地方自治法施行令等の規定により前

金払をすることができる工事については、受注者である建設企業の意向も踏まえ、出

来る限り速やかに前金払を行うなど、前金払の迅速かつ円滑な実施に特段のご配慮を

お願いします。 



 また、請負契約書の取交しが後日となる場合であっても、例えば概算の見積金額の

一部を前金払することが可能であり、保証事業会社はそのために必要な保証を引き受

けることが可能ですので、その活用について積極的なご検討をお願いします。 
なお、概算の見積金額の一部を前金払する場合には、概算の見積金額のほか、前金

払の額、工事名（案件名等）、請負契約日（協議成立日等）、工期（暫定期間等）を確

認できる書類が必要となりますので、各発注者の事情や従来の取扱い等に応じて、受

注者との間で必要な書類を取り交わしていただくよう、お願いします。（国土交通省

の直轄事業においては、別添－２の別紙－１によることとしています。） 
 
（２）前払金保証の事務処理の迅速化・弾力化 
 応急復旧工事等に係る前払金の保証については、保証事業会社に対して、保証契約

の締結や前払金の払出し等の事務処理の迅速化・弾力化を要請しています。この一環

として、受注者が発注者に提出する前払金保証証書について、郵便事情の悪化等も踏

まえ、急を要する場合には保証事業会社から発注者に事情説明の上、直接同証書の写

しをファックス等で送付することとしていますので、ご理解とご協力をお願いします。 
 

（参考） 
・「東北地方太平洋沖地震に伴う工事等の中止命令について」（別添－１） 

・「東北地方太平洋沖地震に伴う緊急復旧事業の前金払の取り扱いについて」（別添－２） 

・「東北地方太平洋沖地震の被災地における応急復旧工事等に係る前払金保証の事務処理の 

迅速化・円滑化について（要請）」（別添－３） 


